
（別紙１）業務フロー

後期高齢支援システム標準化検討会

第３回検討会

令和4年8月29日 【資料３】



業務フロー一覧

大分類 頁番号

後期高齢 ┬ 1.共通 － 1.1. 支援措置対象者に係る抑止情報を利用して行う抑止措置 … 1

│

├ 2.被保険者資格 ┬ 2.1. 住民情報異動等に伴う資格異動 … 4

│ └ 2.2. 被保険者証再発行 … 7

│

├ 3.保険料賦課 ┬ 3.2. 暫定賦課 … 8

│ ├ 3.3. 仮徴収額変更 … 10

│ ├ 3.4. 確定賦課 … 13

│ ├ 3.5. 異動賦課 … 17

│ ├ 3.6. 口座振替依頼 … 21

│ ├ 3.7. 納付方法変更 … 23

│ ├ 3.8. 所得把握 … 25

│ └ 3.9. 減免管理　*1 … 28

│

├ 4.保険料収納 ┬ 4.2. 収納消込（自主納付） … 30

│ ├ 4.3. 収納消込（口座振替） … 32

│ ├ 4.4. 収納消込（特別徴収） … 34

│ ├ 4.5. 還付・充当 … 35

│ ├ 4.6. 納付証明書発行 … 41

│ └ 4.7. 督促 … 42

│

└ 5.滞納管理 ┬ 5.2. 催告・猶予措置 … 44

└ 5.3. 滞納処分 … 50

※ 大分類1は、「後期高齢共通」となるため原則対象となる業務フローは作成していないが、

   支援措置対象者に係る抑止情報を利用して行う抑止措置については、デジタル庁より

   業務フローを作成するように指定があることから作成している。

※ 大分類3（保険料賦課）、4（保険料収納）、5（滞納管理）における小分類1は、

　 各大分類の共通となる業務のため対象となる業務フローは無し。

*1 業務の流れを表すため、業務フローのみ作成（（別紙２）機能・帳票要件には要件無し）。

小分類



住民 後期高齢担当課
住民記録
担当課

支援措置
対象者情報

支援措置
対象者情報登録

支援措置
対象者確認

後期高齢支援
システム

広域連合

002

受領

支援措置の
申請

後期高齢支援
システム

001

A

広域連合送付

支援措置対象者

情報作成

後期高齢支援
システム

支援措置
対象者情報
広域連合送付

広域連合送付

支援措置

対象者確認

後期高齢支援
システム

004

003

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

支援措置
対象者情報

送付

支援措置
対象者情報

広域連合への送付と医療保険
者としての対応を並行して行う

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類1.共通
1.1.支援措置対象者に係る抑止

情報を利用して行う抑止措置

【対応する機能要件】
001 支援措置対象者情報登録 ⇔　1.4.12.支援措置対象者情報登録
002 支援措置対象者確認        ⇔　1.4.12.支援措置対象者情報登録
003 広域連合送付支援措置対象者情報作成 ⇔　1.2.4.広域連合送付支援措置対象者情報作成
004 広域連合送付支援措置対象者確認 ⇔　1.2.5.広域連合送付支援措置対象者確認

支援措置の
申請
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住民 後期高齢担当課
住民記録
担当課

広域連合

不開示該当フラグ
等の申請受領

B

本人から申し出はないが、
不開示該当又は自己情報提供不可の
対象とすべき場合

不開示該当
フラグ等の
申請

本人からの申し出が
あった場合

A

内容確認

本人確認

申請受理

受領

不開示該当
フラグ等の
申請

不開示該当
フラグ等の
申請

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類1.共通
1.1.支援措置対象者に係る抑止

情報を利用して行う抑止措置
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住民 後期高齢担当課
住民記録
担当課

不開示該当フラグ
自己情報提供不可
フラグの設定

広域連合

送付先登録送付先登録

005

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

B

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

広域標準システムで管理
している場合の対応。
管理していない場合は広域
連合に紙を連携し、広域連合
の統合専用端末で設定。

送付先情報の
変更が不要

後期高齢支援システムと広域
標準システムの送付先登録を
並行して行う。

後期高齢支援
システム

【対応する機能要件】
005 送付先登録          ⇔　1.4.4.送付先登録

送付先情報の
変更が必要

不開示該当フラグ
等の設定

広域標準システムと自治体中
間サーバーに不開示該当フラ
グ等の設定を並行して行う

後期高齢支援システム対象外
（自治体中間サーバー）

自治体中間サーバーへの
不開示該当フラグ等の設定は
住登外者等の場合は後期高齢
所管課で行う場合もある

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類1.共通
1.1.支援措置対象者に係る抑止

情報を利用して行う抑止措置
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住民 後期高齢担当課 広域連合
住民記録

担当課

住記異動
対象者等確認

後期高齢支援
システム

年齢到達者等
把握

後期高齢支援
システム

住記異動
情報
個人番号
情報

受領

転入・転出による異動

死亡に伴う異動 等
75歳到達

   による異動 等

A

【対応する機能要件】
001 住記異動情報等登録 ⇔　2.1.1.住記異動情報登録、2.1.2.個人番号情報登録
002 住記異動対象者等確認 ⇔　2.1.1.住記異動情報登録、2.1.2.個人番号情報登録
003 年齢到達者等把握 ⇔　2.1.4.年齢到達者等把握
004 在留資格（特定活動）確認 ⇔　2.1.5.在留資格（特定活動）確認
005 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能 ⇔　2.1.6.住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能

001

002

003

後期高齢支援
システム

住記異動
情報等登録

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類2.被保険者資格
2.1.住民情報異動等に伴う

資格異動

住基対象者

住登外者

以下のような方法により住所地特例者で
あることが把握できた場合は、住登外登
録を行う
・住記異動情報から転出先住所・転入前
住所を確認
・施設から届く施設入退所連絡票を確認
・国保から住所地特例者を引き継ぐ場合

住登外者

宛名番号

管理機能

住登外者宛名番号の

付番依頼・管理機能

005

送信

受信

「地方公共団体の基幹業
務システムの共通機能に
関する標準仕様書」に規
定する住登外者宛名番号
管理機能に従う
住登外者の個人番号の
取得は、広域連合もしくは
市区町村が実施するが、
フロー上は省略

後期高齢支援
システム

住登外者
宛名基本
情報

在留資格
（特定活動）確認

004

後期高齢支援
システム

指定書
内容確認

在留資格が「特定活動」の
場合は指定書の確認を行
い、後期高齢者医療への
加入対象でない場合は、
広域標準システムにて適
用除外の登録を行う
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住民 後期高齢担当課 広域連合
住民記録

担当課

A

【対応する機能要件】
006 前期高齢者送付登録 ⇔　2.1.7.前期高齢者送付登録
007 広域連合送付住民基本台帳情報作成 ⇔　2.1.8.広域連合送付住民基本台帳情報作成
008 広域連合送付住民基本台帳作成対象者確認 ⇔　2.1.9.広域連合送付住民基本台帳作成対象者確認
009 広域連合送付住登外情報作成 ⇔　2.1.10.広域連合送付住登外情報作成
010 広域連合送付住登外情報作成対象者確認 ⇔　2.1.11.広域連合送付住登外情報作成対象者確認

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類2.被保険者資格
2.1.住民情報異動等に伴う
資格異動

住民基本
台帳情報等

広域連合送付

住民基本台帳情報

住登外情報

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

送付

広域連合送付

住民基本台帳

作成対象者確認

後期高齢支援
システム

008

広域連合送付

住登外情報

作成対象者確認

010

後期高齢支援
システム

前期高齢者

送付登録

006

後期高齢支援
システム障害認定

申請

受領

広域連合送付

住民基本台帳

情報作成

後期高齢支援
システム

007

広域連合送付

住登外情報作成

009

後期高齢支援
システム

住基対象者 住登外者

住民基本

台帳情報

住登外情報

B

住所地特例者については、広域
標準システムにて被保険者資格
の引継ぎを行う
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住民 後期高齢担当課 広域連合
住民記録

担当課

被保険者情報

受領

011

【対応する機能要件】
011 被保険者情報登録 ⇔　2.1.12.被保険者情報登録
012 被保険者情報確認 ⇔　2.1.12.被保険者情報登録
013 住所地特例者情報登録 ⇔　2.1.17.住所地特例者情報登録
014 住所地特例者情報確認 ⇔　2.1.17.住所地特例者情報登録

送付

被保険者
情報送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類2.被保険者資格
2.1.住民情報異動等に伴う
資格異動

後期高齢支援
システム

012

後期高齢支援
システム

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

被保険者証
作成

送付 被保険者証
送付

被保険者証

被保険者情報

介護保険
所管部署

送付

B

住所地特例者
情報

受領

013

後期高齢支援
システム

被保険者
情報登録

被保険者
情報確認

住所地特例者
情報登録

014

後期高齢支援
システム

住所地特例者
情報確認
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住民 後期高齢担当課 広域連合

再交付

申請書受領

本人確認

受領

再交付申請書

申請内容確認

申請書受理

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

被保険者証

送付 被保険者証

送付

被保険者証

被保険者証

再作成

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類2.被保険者資格 2.2.被保険者証再発行
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A

001

002

001 3.2.1.

002 3.2.2.

003 3.2.3.

004 3.2.3.

005 3.2.4.

003

004

005

3. 3.2.
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A

006  3.2.5.

007  3.2.6.

006

007

3. 3.2.
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

平準化対象が「8月の徴収額」
の場合は、確定賦課処理
にて納入通知書を送付する。

対象者確認・
対象範囲設定

仮徴収額変更
（平準化）

仮徴収額
変更通知確認

納入通知書作成

納入通知書

A B E

001

002

005

006

【対応する機能要件】
001 対象者確認・対象範囲設定 　⇔　3.3.1.対象者確認・対象範囲設定
002 仮徴収額変更（平準化） 　⇔　3.3.2.仮徴収額変更（平準化）
003 仮徴収額変更（平準化）結果確認　⇔　3.3.2.仮徴収額変更（平準化）
004 仮徴収額変更通知作成 　⇔　3.3.4.仮徴収額変更通知作成
005 仮徴収額変更通知確認 　⇔　3.3.5.仮徴収額変更通知確認
006 納入通知書作成 　⇔　3.3.6.納入通知書作成

平準化対象が
「6月および8月の徴収額」の場合

平準化対象が
「8月の徴収額」
の場合

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

年金保険者への送付と通知書等
の作成・送付を並行して行う。

仮徴収額変更
（平準化）
結果確認

003

後期高齢支援
システム

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.3.仮徴収額変更

仮徴収額
変更通知作成

004

後期高齢支援
システム

特別徴収
各種異動情報
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

特別徴収
各種異動情報

期割結果情報

送付

007

【対応する機能要件】
007 広域連合送付期割結果情報作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　3.3.7.広域連合送付期割結果情報作成
008 広域連合送付期割対象者確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　3.3.8.広域連合送付期割対象者確認

後期高齢支援
システム

仮徴収額

変更通知送付

期割結果情報

広域連合送付

期割結果情報

送付

008

後期高齢支援
システム

A B

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.3.仮徴収額変更

確定賦課処理

業務フロー
[3.4.確定賦課]参照

C D

広域連合送付
期割結果
情報作成

広域連合送付
期割対象者確認

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

納入通知書

期割結果情報

送付

広域連合送付
期割結果
情報作成

009

【対応する機能要件】
009 広域連合送付期割結果情報作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　3.3.7.広域連合送付期割結果情報作成
010 広域連合送付期割対象者確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　3.3.8.広域連合送付期割対象者確認

後期高齢支援
システム

期割結果情報

広域連合送付

納入通知書送付

期割結果情報

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

送付

広域連合送付
期割対象者確認

010

後期高齢支援
システム

EC D

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.3.仮徴収額変更
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住民 後期高齢担当課 広域連合
住民税

担当課

所得・課税異動

対象者確認
後期高齢支援

システム

広域連合送付

所得・課税

情報作成

所得・課税情報

広域連合送付

所得・課税

異動情報

受領

所得・課税

情報

A

【対応する機能要件】

001 所得・課税異動情報登録 ⇔　3.1.5.所得・課税異動情報登録

002 所得・課税異動対象者確認 ⇔　3.1.5.所得・課税異動情報登録

003 広域連合送付所得・課税情報作成 ⇔　3.1.7.広域連合送付所得・課税情報作成

004 広域連合送付所得・課税対象者確認 ⇔　3.1.8.広域連合送付所得・課税対象者確認

001

002

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

所得・課税

情報

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

003

所得・課税

異動情報登録

送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.4.確定賦課

広域連合送付

所得・課税

対象者確認

後期高齢支援

システム

004
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

特別徴収

対象者情報登録特別徴収

対象者情報

受領

介護保険

担当課

B

保険料情報

更新対象者確認

受領

保険料情報

介護特別徴収

対象者拡張情報

（制度間IF）登録介護特別

徴収対象者

拡張情報

（制度間IF）

受領

特別徴収候補

対象者把握

005

006

009

【対応する機能要件】

005 保険料情報登録 ⇔ 3.4.1.保険料情報登録

006 保険料情報更新対象者確認 ⇔ 3.4.3.保険料情報更新対象者確認

007 特別徴収対象者情報登録　          ⇔ 3.4.4.特別徴収対象者情報登録

008 介護特別徴収対象者拡張情報（制度間IF）登録 ⇔ 3.4.5.介護特別徴収対象者拡張情報（制度間IF）登録

009 特別徴収候補対象者把握　          ⇔ 3.4.6.特別徴収対象者把握

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

007

008

後期高齢支援

システム

A

保険料情報登録

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.4.確定賦課
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

期割額算定

期割結果確認

B

保険料決定

（変更）通知書兼

納入通知書・納付書

作成

保険料決定（変更）

通知書兼納入通知書・

納付書

D

010

011

014

【対応する機能要件】

010 期割額算定 ⇔　3.4.7.期割額算定

011 期割結果確認 ⇔　3.4.7.期割額算定

012 特別徴収依頼情報作成 ⇔　3.4.8.特別徴収依頼情報作成

013 特別徴収依頼情報確認 ⇔　3.4.9.特別徴収依頼情報確認

014 保険料決定（変更）通知書兼納入通知書・納付書作成

                                                                      ⇔　3.4.10.保険料決定（変更）通知書兼納入通知書・納付書作成

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.4.確定賦課

年金保険者への送付と通知書等の

作成・送付を並行して行う。

特別徴収

依頼情報作成

特別徴収

依頼情報送付

送付

特別徴収

依頼情報

後期高齢支援

システム

012

特別徴収

依頼情報確認
後期高齢支援

システム

013

特別徴収

依頼情報

C
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

D

【対応する機能要件】

015 広域連合送付期割結果情報作成 ⇔　3.4.11.広域連合送付期割結果情報作成

016 広域連合送付期割対象者確認  ⇔　3.4.12.広域連合送付期割対象者確認

送付

広域連合送付

期割結果

情報作成

期割結果

情報

広域連合送付

期割結果情報

後期高齢支援

システム

期割結果情報

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

015

送付

広域連合送付

期割対象者確認

016

後期高齢支援

システム

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.4.確定賦課

C

保険料決定

（変更）通知書兼納

入通知書・納付書

送付

保険料決定（変更）通知書兼

納入通知書・納付書
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住民 後期高齢担当課 広域連合
住民税

担当課

所得・課税
異動対象者確認

後期高齢支援
システム

広域連合送付

所得・課税

情報作成

所得・課税情報

広域連合送付

所得・課税
異動情報

受領

所得・課税
情報

A

【対応する機能要件】
001 所得・課税異動情報登録 ⇔　3.1.5.所得・課税異動情報登録
002 所得・課税異動対象者確認 ⇔　3.1.5.所得・課税異動情報登録
003 広域連合送付所得・課税情報作成 ⇔　3.1.7.広域連合送付所得・課税情報作成
004 広域連合送付所得・課税対象者確認 ⇔　3.1.8.広域連合送付所得・課税対象者確認

001

002

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

所得・課税
情報

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

003

所得・課税
異動情報登録

送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.5.異動賦課

広域連合送付

所得・課税

対象者確認

後期高齢支援
システム

004
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

特別徴収
結果情報

受領

特別徴収追加候補者
情報を受領した場合 左記以外

介護保険

担当課

保険料情報
更新対象者確認

受領

保険料情報

隔月にて、特別徴収追加候補
者情報を受領する。

C

介護特別
徴収対象者
拡張情報
（制度間IF）

受領

特別徴収追加
候補者把握

005

006

007

【対応する機能要件】
005 保険料情報登録 ⇔　3.5.1.保険料情報登録
006 保険料情報更新対象者確認 ⇔　3.5.3.保険料情報更新対象者確認
007 特別徴収追加候補者情報登録 ⇔　3.5.4.特別徴収追加候補者情報登録
008 介護特別徴収対象者拡張情報（制度間IF）登録 ⇔　3.5.5.介護特別徴収対象者拡張情報（制度間IF）登録
009 特別徴収追加候補者把握 ⇔　3.5.6.特別徴収追加候補者把握

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

A

008

009

B

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.5.異動賦課

保険料情報登録

特別徴収追加

候補者情報登録

介護特別徴収

対象者拡張情報

（制度間IF）登録

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

期割額算定

期割結果確認

B C

特別徴収各種異動対象者
（追加／停止等）

特別徴収
各種異動

情報作成

特別徴収
各種異動情報

保険料決定
（変更）通知書兼納
入通知書・納付書

作成

保険料決定（変更）
通知書兼納入通知書・

納付書
特別徴収開始通知書
特別徴収中止通知書

年金保険者への送付と通知書等の
作成・送付を並行して行う。

なお、年金保険者への送付は隔月にて行
う。（ただし、運用により12月、または2月
特別徴収開始に係る特別徴収追加依頼
情報を2月にまとめて送付して4月特別徴
収開始とすることが可能。）

特別徴収
各種異動情報

送付

D E

010

011

012

014

【対応する機能要件】
010 期割額算定 ⇔　3.5.7.期割額算定
011 期割結果確認 ⇔　3.5.7.期割額算定
012 特別徴収各種異動情報作成 ⇔　3.5.8.特別徴収各種異動情報作成

012 特別徴収各種異動情報作成 ⇔　3.5.9.～3.5.10.住所地特例該当者通知作成
013 特別徴収各種異動情報確認 ⇔　3.5.11.特別徴収各種異動情報確認
014 保険料決定（変更）通知書兼納入通知書・納付書作成 ⇔　3.5.12.保険料決定（変更）通知書兼納入通知書・納付書作成

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

特別徴収
各種異動

情報送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.5.異動賦課

特別徴収

各種異動

情報確認

後期高齢支援
システム

013

最新の資格の取得・喪失、
所得変更、生活保護異動、
特別徴収依頼処理結果情報、
特別徴収天引き不能、
納付方法変更等を反映した
保険料の即時更正に伴う期割の
登録・照会・修正・削除ができること。
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住民 後期高齢担当課 広域連合
特別徴収

窓口部署

期割結果情報

送付

送付

D E

広域連合送付

期割結果

情報作成

期割結果情報

015

【対応する機能要件】
015 広域連合送付期割結果情報作成⇔　3.5.13.広域連合送付期割結果情報作成
016 広域連合送付期割対象者確認 ⇔　3.5.14.広域連合送付期割対象者確認

後期高齢支援
システム

期割結果情報

広域連合送付

保険料決定
（変更）通知書兼納
入通知書・納付書

送付

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

保険料決定（変更）
通知書兼納入通知書・納付書
特別徴収開始通知書
特別徴収中止通知書

広域連合送付
期割対象者確認

016

後期高齢支援
システム

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.5.異動賦課

20/56



住民 後期高齢担当課 広域連合金融機関

口座振替
申請書受領

口座振替
申請書

受領

窓口受付 金融機関への提出

口座振替
申請書受領

口座振替
申請書
（保険者保
管分）

金融機関処理済みの申請書を受領

口座振替
申請書

送付

口座のある金融機関へ
回送する。

口座振替
申請書再受領口座振替

申請書
（保険者保
管分）

金融機関処理済み
の申請書を受領

振替口座登録

A

受領

001

【対応する機能要件】
001 振替口座登録　⇔　1.4.6.口座情報管理

後期高齢支援
システム

口座振替

申請書送付

口座振替
申請内容確認

本人確認

口座振替
申請受理

口座振替
申請内容確認

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.6.口座振替依頼

口座振替
申請書

口座振替
申請受理
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住民 後期高齢担当課 広域連合

口座振替

依頼情報作成

口座振替依頼書

口座振替データ

口座振替

依頼情報確認

口座振替依頼書

口座振替データ

送付

A

004

005

【対応する機能要件】
002 振替口座確認 ⇔　1.4.6.口座情報管理
003 口座振替開始（変更）のお知らせ出力 ⇔　3.6.1.口座振替開始（変更）のお知らせ出力
004 口座振替依頼情報作成 ⇔　3.6.2.口座振替依頼情報作成
005 口座振替依頼情報確認 ⇔　3.6.3.口座振替依頼情報確認

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

口座振替

依頼情報送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.6.口座振替依頼

金融機関

振替口座確認

002

後期高齢支援
システム

口座振替開始
（変更）のお知らせ

出力

003

口座振替開始
（変更）のお知らせ

送付

後期高齢支援
システム

口座振替開始

（変更）のお知らせ

口座振替開始

（変更）のお知らせ

送付
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住民 後期高齢担当課

納付方法変更
申出書

受領 納付方法変更

申出書受領

【対応する機能要件】
001 滞納情報確認 ⇔　3.7.1.滞納情報確認
002 振替口座確認 ⇔　1.4.6.口座情報管理　

内容確認

本人確認

申請受理

電話・窓口相談
納付方法変更相談

滞納情報確認

001

後期高齢支援
システム

納付方法変更
申出書送付

納付方法変更
申出書

A

送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.7.納付方法変更

後期高齢支援
システム

振替口座確認

002

23/56



住民 後期高齢担当課

業務フロー
[3.4.確定賦課]

[3.5.異動賦課]参照

納付方法変更が認定された被保険者は、
公的年金からの引き落とし（特別徴収）を
中止して口座振替（普通徴収）とする。
また、各種賦課処理にて発行される納入通
知書の事由をもって被保険者に通知する。

005

【対応する機能要件】
003 振替口座確認 ⇔　1.4.6.口座情報管理
004 振替口座登録       　⇔　1.4.6.口座情報管理
005 申出認定処理 ⇔　3.7.2.申出認定処理

後期高齢支援
システム

各種賦課処理

申出認定処理

A

認定

認定却下通知
通知

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.7.納付方法変更

振替口座確認

振替口座登録

004

003

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

却下

振替口座がない場合

振替口座がある場合
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住民 後期高齢担当課 広域連合

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

簡易申告書

簡易申告書発行

他市町村

広域標準システムに所得情報が
登録されていない対象者につい

て、相当年度1月1日時点で自広域
内に住所を有する者については、
簡易申告書にて照会を行う。

簡易申告を求める場合

簡易申告書送付

簡易申告書受領

簡易申告書

簡易申告書

送付

受領

扶養控除
情報照会書送付

扶養控除
情報照会書受領

扶養控除
情報照会書

扶養控除
情報照会書

送付

受領

転入前自治体に対して、
所得を照会する場合

A

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.8.所得把握

扶養控除
情報照会書

扶養控除
情報照会書発行

相当年度1月1日時点で自広域
内に住所を有さない転入者につ
いては、医療保険者向け中間サ
ーバー等への情報照会の仕組
みを利用して所得照会を行う。
なお、情報照会では、扶養親族
の人数や合計所得等、扶養控除
のための情報が把握できないた
め、個別に扶養控除情報照会書
を出力して把握する。

B
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住民 後期高齢担当課 広域連合他市町村

A

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.8.所得把握

所得・課税
異動情報登録

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

簡易申告書

B

扶養控除
情報登録

扶養控除

情報照会書

所得情報
照会書発行

広域標準システムで所得情報照
会結果取込を行うが、情報照会
では上場株式等譲渡損失繰越
控除額などが把握できないた
め、個別に該当項目のみを照会
する所得情報照会書を出力して
把握する。

所得
情報照会書

所得情報
照会書送付

送付

所得
情報照会書

所得情報
照会書受領

所得
情報照会書

受領

所得情報登録

所得
情報照会書

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

C
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住民 後期高齢担当課 広域連合

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

所得照会書
簡易申告書

所得照会書・
簡易申告書発行

他市町村

簡易申告を求める場合

簡易申告書送付

簡易申告書受領

簡易申告書

簡易申告書

送付

受領

所得照会書送付

所得照会書
受領

所得照会書

所得照会書

送付

受領

転入前自治体に対して、
所得を照会する場合

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.8.所得把握

C

把握した所得情報を基に広域標
準システムにて保険料の計算を
行うが、減額対象所得の計算に
使用する過去3年分の所得情報
が広域標準システムに登録され
ていない場合は所得照会書、簡
易申告書を用いて当該所得情報
の照会を行う。

所得・課税
異動情報登録

所得照会書
簡易申告書

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）
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住民 後期高齢担当課 広域連合

保険料減免
申請書

受領

災害や生活困窮等により、保険料の
減免を希望する被保険者から申請を
受け、手続きを行う。

広域連合業務
として審査を行
う。

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

保険料減免
申請書受領

本人確認

申請内容確認

申請書受理

保険料減免
申請登録

保険料減免
審査結果受領

保険料減免
申請書送付

送付

受領

保険料減免申請書

審査結果

A

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.9.減免管理
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住民 後期高齢担当課 広域連合

却下

決定

各種賦課処理

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

保険料減免
決定通知書作成

保険料減免決定
／却下通知書

A

保険料減免

決定通知書送付

保険料減免決定
／却下通知書

業務フロー
[3.4.確定賦課]

[3.5.異動賦課]参照

減免の場合、広域連
合から保険料情報が
連携されるため、各種
賦課処理にて期割処
理を実施する。

送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類3.保険料賦課 3.9.減免管理
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住民 後期高齢担当課金融機関

データ受領

収納消込
データ取込

収納消込結果確認

データ
(または納付書)

金融機関納付分・

コンビニ納付分等

後期高齢支援
システム

納付書受領を会計担当課等が
行い、財務会計システム等から
収納データを連携される場合の

記載は省略している。

納付書受領

納付書

後期高齢支援
システム

収納消込

データ修正
修正データなし

修正データあり

窓口納付分

002

003

004

【対応する機能要件】
001 納付書再発行 　　　⇔　4.1.3.納付書再発行
002 収納消込データ取込　　　⇔　4.1.4.収納消込
003 収納消込結果確認 　　　⇔　4.2.1.収納消込結果確認
003 収納消込結果確認 　　　⇔　4.1.8.収納消込一覧確認
004 収納消込データ修正　　　⇔　4.2.2.収納消込データ修正

広域連合

受領

受領

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.2.収納消込（自主納付）

後期高齢支援
システム

A

納付書再発行後期高齢支援
システム

納付書確認

001

納付書

納付書なし

納付書あり

納付書発行

納付書

発行
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住民 後期高齢担当課金融機関

【対応する機能要件】
005 広域連合送付収納情報作成

　　  ⇔　4.2.3.広域連合送付収納情報作成
006 広域連合送付収納対象者確認

      ⇔  4.2.4.広域連合送付収納対象者確認

広域連合

広域連合送付

収納情報作成

収納情報

広域連合送付

後期高齢支援
システム

005

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

収納情報

収納情報

送付

広域連合送付
収納対象者確認

006

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.2.収納消込（自主納付）

A

後期高齢支援
システム
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住民 後期高齢担当課金融機関

口座振替
結果受領

口座振替依頼
結果確認

口座振替
結果データ

口座振替依頼
結果取込

領収済分口座振替不能分

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

口座振替
不能通知書作成

後期高齢支援
システム

口座振替不能

通知書・納付書送付

口座振替不能通知書
納付書

口座振替
不能通知書

広域連合

001

002

003

【対応する機能要件】
001 口座振替依頼結果取込 ⇔　4.1.4.収納消込
002 口座振替依頼結果確認 ⇔　4.3.1.口座振替依頼結果確認
003 口座振替不能通知書作成 ⇔　4.3.2.口座振替不能通知書作成
004 口座振替不能納付書出力 ⇔　4.3.3.口座振替不能納付書出力
005 口座再振替依頼 ⇔　4.3.4.口座再振替依頼

A

受領

送付

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.3.収納消込(口座振替)

月次で、口座振替による納付分
の処理を行う。

再振替を行う場合

口座振替不能
納付書出力

004

後期高齢支援
システム

再振替を行わない場合

口座振替不能

通知書送付

納付書

収納消込（自主納付）

口座振替
不能通知書

業務フロー
[4.2.収納消込(自主納付)]参照

送付

口座再振替依頼

005

後期高齢支援
システム

口座振替再依頼を行い、
振替結果を受領した後は
本業務フローの先頭から
再度処理を行う。
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住民 後期高齢担当課金融機関 広域連合

収納情報

広域連合送付

広域連合送付

収納情報作成
後期高齢支援
システム

006

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

【対応する機能要件】
006 広域連合送付収納情報作成     ⇔  4.3.5.広域連合送付収納情報作成
007 広域連合送付収納対象者確認  ⇔  4.3.6.広域連合送付収納対象者確認

収納情報

収納情報

A

送付

広域連合送付

収納対象者確認
後期高齢支援
システム

007

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.3.収納消込(口座振替)
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住民 後期高齢担当課
特別徴収

窓口部署

特別徴収

結果情報

隔月で、特別徴収による納付分の

処理を行う。

特別徴収

結果情報受領

特別徴収結果

情報取込

特別徴収

消込結果確認

後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

広域連合

収納情報

広域連合送付

広域連合送付

収納情報作成
後期高齢支援

システム

003

001

002

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

【対応する機能要件】

001 特別徴収結果情報取込 ⇔　4.4.1.特別徴収結果情報取込

002 特別徴収消込結果確認 ⇔　4.4.2.特別徴収消込結果確認

003 広域連合送付収納情報作成　    ⇔　4.4.3.広域連合送付収納情報作成

004 広域連合送付収納対象者確認 ⇔  4.4.4.広域連合送付収納対象者確認

収納情報

収納情報

受領

送付

広域連合送付

収納対象者確認
後期高齢支援

システム

004

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.4.収納消込(特別徴収)
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住民 後期高齢担当課
金融

機関

過誤納情報確認

年金返納

告知書受領

還付・充当登録

年金返納

年金返納あり

年金
返納告知書

後期高齢支援
システム

年金返納なし
返納

A

広域連合

001

002

年金

保険者

被保険者死亡後に支給された
年金から、特別徴収されてい
る保険料がある場合、年金保
険者から送付される。

後期高齢支援
システム

受領

【対応する機能要件】
001 過誤納情報確認 ⇔ 4.5.1.過誤納情報確認
001 過誤納情報確認 ⇔ 4.5.21.還付加算金計算
002 還付・充当登録 ⇔ 4.5.2.～4.5.5.還付・充当登録
002 還付・充当登録 ⇔ 4.5.10.～4.5.11.還付先登録

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

自主納付/口座

年金特徴

年金返納確認

年金返納先調査

年金返納告知書あり

年金返納告知書なし
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住民 後期高齢担当課
金融

機関

還付請求書受領

還付口座登録

還付
請求書

A

還付請求書
返送者

後期高齢支援
システム

還付口座をすでに把握
している対象者

広域連合

004

B

年金

保険者

後期高齢支援
システム

還付（充当）
通知書等作成

還付（充当）通知書
充当通知書
還付請求書

還付（充当）
通知書等送付

還付（充当）通知書
充当通知書
還付請求書

003

還付が発生した被保険
者のうち、還付口座が
不明の場合は還付請求
書を同封する。

被保険者が記入済みの
還付請求書を受領し、
指定の口座への振込手
続きを行う。

受領

送付

【対応する機能要件】
003 還付（充当）通知書等作成  ⇔4.5.12.還付（充当）通知書作成
003 還付（充当）通知書等作成  ⇔4.5.13.還付請求書出力
004 還付口座登録  ⇔1.4.6.口座情報管理

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

通常の申請の場合
後期高齢支援
システム対象外
（自治体中間サーバー）

公金口座の
情報照会

公金口座利用
の申請の場合

口座情報が変わる可能
性があるため、できるだ
け振込処理に近いタイミ
ングで実施
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口座振込
結果通知受領

住民 後期高齢担当課
金融

機関

口座振込
依頼書送付

口座振込
結果通知確認

口座振込依頼書
口座振込データ

口座振込
結果通知

広域連合
年金

保険者

後期高齢支援
システム

口座振込依頼書
口座振込データ
支出決定書

005

受領

【対応する機能要件】
005 還付金口座振込依頼情報作成 ⇔ 4.5.14.還付金口座振込依頼情報作成
006 還付口座確認 ⇔ 1.4.6.口座情報管理
007 還付口座登録  ⇔1.4.6.口座情報管理
008 還付取消 ⇔ 4.5.8.還付取消

送付

B

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

課内稟議の記載は省略してい
ます。

還付口座確認

C

振込完了の場合 振込不能の場合

後期高齢支援
システム

006

還付取消

008 不明の場合

後期高齢支援
システム

還付口座登録

007

B

後期高齢支援
システム

判明した場合

還付金
口座振込

依頼情報作成

振込不能だった場合、還付口座
を確認する。登録誤りなどが判明
した場合は還付口座登録を行っ
た後に再度口座振込依頼情報を
作成する。不明の場合は還付を
取り消し、その後口座が判明した
後に本業務フローの先頭から処
理を行う。なお、記載を省略して
いるが、還付口座登録前には必
要に応じて公金口座の情報照会
を行う。
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住民 後期高齢担当課
金融

機関
広域連合

収納情報

広域連合送付

広域連合送付

収納情報作成
後期高齢支援
システム

009

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

収納情報

収納情報

年金

保険者

【対応する機能要件】
009 広域連合送付収納情報作成 ⇔ 4.5.16.広域連合送付収納情報作成
010 広域連合送付収納対象者確認 ⇔ 4.5.17.広域連合送付収納対象者確認

送付

C

広域連合送付
収納対象者確認

010

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

後期高齢支援
システム
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住民 後期高齢担当課
金融

機関

還付支払未完了者
の抽出

後期高齢支援
システム

広域連合

011

年金

保険者

【対応する機能要件】
011 還付支払未完了者の抽出 ⇔ 4.5.22.還付支払未完了者への対応
012 還付充当通知書再発行 ⇔ 4.5.23.還付支払未完了者への対応

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

還付充当通知書
再発行

012

後期高齢支援
システム

還付（充当）通知書

還付（充当）
通知書送付

送付

還付（充当）通知書
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住民 後期高齢担当課
金融

機関

還付時効確認 後期高齢支援
システム

広域連合

013

年金

保険者

【対応する機能要件】
013 還付時効確認 ⇔ 4.5.20.還付時効管理
014 還付時効処理 ⇔ 4.5.24.還付支払未完了者への対応

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.5.還付・充当

還付時効処理

014

後期高齢支援
システム

40/56



納付証明書・完納証明書

住民 後期高齢担当課

申請書受領

個別発行 一括発行

申請書

納付額証明書送付

被保険者からの希望を受けて、

個別発行を行う。

または年末調整や確定申告時期

に合わせ、一括発行を行う。

対象者

収納情報確認
後期高齢支援

システム

納付額証明書作成

納付額証明書

後期高齢支援

システム

納付証明書

作成
後期高齢支援

システム

納付額証明書

出力対象者確認
後期高齢支援

システム

納付額証明書

001

002

003

004

内容確認

本人確認

申請受理

【対応する機能要件】

001 対象者収納情報確認     　　　⇔　4.1.1.保険料納付原簿管理

002 納付証明書作成　                ⇔　4.6.1.納付証明書作成

002 納付証明書作成　                ⇔　4.6.7.納付証明書出力対象者確認

003 納付額証明書作成　             ⇔　4.6.3.納付額証明書作成

004 納付額証明書出力対象者確認  ⇔　4.6.8.納付額証明書出力対象者確認

本人確認資料

　マイナンバーカード

　運転免許証等

送付

受領

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.6.納付証明書発行

納付証明書

納付証明書

完納証明書

交付

交付

完納証明書

完納証明書

作成

納付証明書発行の場合 完納証明書発行の場合
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住民 後期高齢担当課

督促状・納付書

作成

督促状・納付書

作成対象者確認
後期高齢支援

システム

後期高齢支援

システム

滞納者把握 後期高齢支援

システム

督促状

納付書

督促状・納付書

送付

督促状

納付書

広域連合

001

003

004

【対応する機能要件】

001 滞納者把握 ⇔　4.7.1.滞納者把握

002 督促・滞納者確認 ⇔　4.7.3.督促・滞納者確認

003 督促状・納付書作成 ⇔　4.7.4.督促状作成

003 督促状・納付書作成 ⇔　4.7.5.督促用納付書作成

004 督促状・納付書作成対象者確認 ⇔　4.7.7.督促状作成対象者確認

004 督促状・納付書作成対象者確認 ⇔　4.7.8.督促用納付書作成対象者確認

送付

督促・滞納者確認 後期高齢支援

システム

002

A

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.7.督促
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住民 後期高齢担当課 広域連合

【対応する機能要件】

005 督促発送情報登録 ⇔　4.7.9.督促状発送情報登録

006 広域連合送付滞納者情報作成 ⇔　4.7.12.広域連合送付滞納者情報作成

007 広域連合送付滞納者確認 ⇔　4.7.13.広域連合送付滞納者確認

滞納者情報

広域連合送付

広域連合送付

滞納者情報作成

006

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

滞納者情報

滞納者情報

送付

後期高齢支援

システム

広域連合送付

滞納者確認
後期高齢支援

システム

007

A

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類4.保険料収納 4.7.督促

督促発送情報

登録

005

後期高齢支援

システム
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住民 後期高齢担当課

催告書・納付書
作成

催告書・納付書

作成対象者確認
後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

催告対象者確認 後期高齢支援
システム

催告書
納付書

催告書・納付書
送付

催告書
納付書

送付

電話催告・
訪問催告

連絡・訪問

納付相談

広域連合

001

002

003

【対応する機能要件】
001 催告対象者確認 ⇔ 5.2.1.催告対象者確認
002 催告書・納付書作成 ⇔ 5.2.2.催告書作成
002 催告書・納付書作成 ⇔ 5.2.3.催告用納付書作成
003 催告書・納付書作成対象者確認 ⇔ 5.2.5.催告書作成対象者確認
003 催告書・納付書作成対象者確認 ⇔ 5.2.6.催告用納付書作成対象者確認

A F

電話等による催告と、広域連合
に送付する滞納情報の作成、
送付を並行して行う。

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置
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住民 後期高齢担当課

納付の見込みあり（分納） 納付の見込みなし

納付の見込みあり
（猶予）

滞納処分

広域連合

A

C

短期

被保険者証

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

短期
被保険者証
作成

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置

業務フロー
[5.3.滞納処分]

参照

送付 短期
被保険者証
送付

短期
被保険者証

広域連合において定める基準で
発行する。
主に、督促・催告に応じない、
滞納期間が一定以上、納付相談、
事情調査等に応じない等の理由を

勘案して発行される。

滞納者とのやり取りを通じて
納付の見込み有無を判断し、
見込みありの場合は、分納または
徴収猶予の手続きを行う。

短期被保険者証の発行と、猶予措置
（分納・徴収猶予・滞納処分）を並行し
て行う。

B

E

【対応する機能要件】
004 分納計画 ⇔ 5.2.9.分納計画
005 分納計画情報管理 ⇔ 5.2.10.分納計画情報管理

006 分納誓約書・分納用納付書作成 ⇔ 5.2.11.分納誓約書作成
006 分納誓約書・分納用納付書作成 ⇔ 5.2.12.分納用納付書作成

分納計画

004

分納計画
情報管理

005

分納誓約書・
分納用納付書作成

006

分納誓約書
分納用納付書

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

後期高齢支援
システム

分納相談
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住民 後期高齢担当課

分納履行状況確認

分納不履行
通知作成

後期高齢支援
システム

分納不履行者抽出 後期高齢支援
システム

分納不履行通知書
送付

送付

広域連合

008

009

【対応する機能要件】
007 分納承認連絡書作成 ⇔ 5.2.13.分納承認連絡書作成
008 分納不履行者抽出 ⇔ 5.2.15.分納不履行管理
009 分納履行状況確認 ⇔ 5.2.14.分納履行状況管理

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置

分納不履行通知書

分納不履行通知書

B

E

分納誓約書・
分納用納付書送付

手渡し・送付

分納誓約書
分納用納付書

分納誓約書
受領

手渡し・送付

分納誓約書

分納承認

連絡書作成
後期高齢支援
システム

007

分納承認連絡書

分納承認
連絡書送付

送付

分納承認連絡書
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住民 後期高齢担当課 広域連合

保険料徴収
猶予申請書

受領

災害や生活困窮等により、保険料の
徴収猶予を希望する被保険者から申
請を受け、手続きを行う。

広域連合業務
として審査を行
う。

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

保険料徴収猶予
申請書受領

本人確認

申請内容確認

申請書受理

保険料徴収猶予
申請登録

保険料徴収猶予
審査結果受領

保険料徴収猶予
申請書送付

送付

受領

保険料徴収猶予
申請書

審査結果

D

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置

C
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住民 後期高齢担当課 広域連合

却下

決定

【対応する機能要件】
010 徴収猶予情報登録 ⇔　5.2.17.徴収猶予情報登録
011 徴収猶予情報確認 ⇔　5.2.17.徴収猶予情報登録

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

保険料徴収猶予
決定通知書作成

保険料徴収猶予
決定／却下
通知書

D

保険料徴収猶予

決定通知書送付

保険料徴収猶予
決定／却下
通知書

徴収猶予
情報登録

後期高齢支援
システム

納付誓約書送付

納付誓約書

納付誓約書

送付

送付

010

納付誓約書作成

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置

徴収猶予
情報確認

後期高齢支援
システム

011

延滞金減免
申請書

延滞金減免

申請書受領

滞納処分

受領

業務フロー
[5.3.滞納処分]参照

E
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住民 後期高齢担当課
金融

機関
広域連合

滞納者情報

広域連合送付

広域連合送付

滞納者情報作成
後期高齢支援
システム

012

後期高齢支援システム対象外
（広域標準システム対象）

滞納者情報

滞納者情報

年金

保険者

【対応する機能要件】
012 広域連合送付滞納者情報作成 ⇔ 5.2.7.広域連合送付滞納者情報作成
013 広域連合送付滞納者確認 ⇔ 5.2.8.広域連合送付滞納者確認

送付

E F

広域連合送付
滞納者確認

013

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.2.催告・猶予措置

催告書の作成および発
行について、債権管理
担当課で行っている市
町村もあることから、後
期高齢担当課以外での

作業も可とする。

後期高齢支援
システム
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住民 後期高齢担当課権利者
（金融機関等）

滞納情報確認

財産調査
移管

財産調査を他執行機関
（徴税担当課等）へ移管

他執行機関
（税務署等）

後期高齢支援
システム

財産照会
回答受領

財産調査を
自課にて行う

各種財産照会書

財産照会
回答結果確認

A

財産照会
文書作成

滞納者に支払い能力があるか、
財産状況の調査を行う。
先行して他執行機関にて財産調
査を実施している場合は、事務
を移管する。

各種財産
照会回答書

財産調査
結果受領

財産照会
文書送付

各種財産照会書

勤務先や金融機関に対し、
財産照会を行い、
給与や預金状況等を把握する。

他執行機関
より財産調査
結果を受領

広域連合

001

【対応する機能要件】
001 滞納情報確認　⇔ 5.1.1.滞納者情報管理

送付

受領

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分
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住民 後期高齢担当課
権利者
（金融機関等）

滞納処分
移管

先行して滞納処分を
行っている執行機関
がある（滞納処分を
他執行機関へ移管）

先行して滞納処分を
行っている執行機関がない
（滞納処分を自課にて行う）

各種通知書

財産調査の結果、滞納者に支払い
能力がある場合は、滞納処分を行う。
・先行して滞納処分を進めている
　執行機関があれば、事務を移管
　する。（参加差押・交付要求）
・ない場合は、自課にて行う。
　（差押）

滞納処分登録 後期高齢支援
システム

滞納処分
各種通知書送付

各種通知書

財産の種類に応じ、被保険者・
権利者・金融機関・法務局等に
通知書を送付する。

A

他の債務状況確認

滞納者に支払い能力なし

他執行機関
（税務署等）

B

滞納処分
各種通知書作成

広域

連合

003

E

【対応する機能要件】
002 滞納処分登録　⇔ 5.3.1.滞納処分登録
003 滞納処分登録　⇔ 5.3.1.滞納処分登録

送付

滞納処分登録 後期高齢支援
システム

002

滞納者に支払い能力あり

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

C

換価猶予

換価猶予
申請書

換価猶予
申請書受領

詳細は国民健康保険の
業務フロー参照

受領

換価猶予申請書を受領した
場合、換価猶予を行う。

以後、本人から納付の申出ないし
は、納付があった場合は、そこま
で進めた滞納処分などの登録を
解除し、通常の収納の流れに進む
がここではその記載は割愛する。
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住民 後期高齢担当課
権利者
（金融機関等）

C

換価猶予許可
通知書作成

他執行機関
（税務署等）

広域

連合

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

D

換価猶予許可
通知書送付

延滞金
減免
申請書

送付

延滞金減免
申請書受領

受領

延滞金減免

延滞金減免決定
通知書作成

延滞金減免決定
通知書送付

換価猶予許可
通知書

換価猶予許可
通知書

延滞金減免決定
通知書

延滞金減免決定
通知書

送付

決定

延滞金減免却下
通知書作成

非決定

延滞金減免却下
通知書送付

延滞金減免却下
通知書

延滞金減免却下
通知書

換価
(公売等) 公売等にて、差押えた財産

を換価する。

送付

延滞金減免申請書を受領した
場合、延滞金減免を行う。
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住民 後期高齢担当課権利者
（金融機関等）

配当計算・
配当計算書作成

滞納処分
結果受領

充当通知書（差押用）

他執行機関から参加差押書を受
領している場合は、配当計算を
行い、他執行機関に換価で得た
金額を分配する。

充当通知書
（差押用）作成

配当確認

充当通知書
（差押用）送付

充当通知書（差押用）

他執行機関にて換価を
行った場合は、配当
された分について、
滞納額への消込を行う。

他執行機関
（税務署等）

B D

配当計算書送付・
配当

配当計算書

他執行機関
より滞納処分
結果を受領

収納消込 後期高齢支援
システム

広域

連合

004

【対応する機能要件】
004 収納消込 ⇔5.3.2.収納消込

送付

送付

配当計算書

F

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

配当あり

配当なし

E

配当なし

配当あり E
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住民 後期高齢担当課権利者
（金融機関等）

E

他執行機関
（税務署等）

滞納者状況確認

広域

連合

滞納者情報

広域連合送付

広域連合送付

滞納者情報作成
後期高齢支援
システム

006

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

滞納者情報

滞納者情報

送付

【対応する機能要件】
005 滞納処分の執行停止決定 ⇔ 5.3.5.執行停止
006 広域連合送付滞納者情報作成 ⇔ 5.3.9.広域連合送付滞納者情報作成
007 広域連合送付滞納者確認 ⇔ 5.3.10.広域連合送付滞納者確認

広域連合送付

滞納者確認
後期高齢支援
システム

007

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

G

不納欠損する場合

005

滞納処分の

執行停止決定
後期高齢支援
システム
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住民 後期高齢担当課権利者
（金融機関等）

他執行機関
（税務署等）

不納欠損登録 後期高齢支援
システム

広域

連合

008

滞納者情報

広域連合送付

広域連合送付

滞納者情報作成
後期高齢支援
システム

010

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

滞納者情報

滞納者情報

送付

【対応する機能要件】
008 不納欠損登録 ⇔ 5.3.7.不納欠損登録
009 不納欠損登録結果確認 ⇔ 5.3.8.不納欠損登録結果確認
010 広域連合送付滞納者情報作成 ⇔ 5.3.9.広域連合送付滞納者情報作成
011 広域連合送付滞納者確認 ⇔ 5.3.10.広域連合送付滞納者確認

不納欠損登録
結果確認

後期高齢支援
システム

009

広域連合送付

滞納者確認
後期高齢支援
システム

011

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

G

時効予定者確認
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住民 後期高齢担当課権利者
（金融機関等）

他執行機関
（税務署等）

広域

連合

【対応する機能要件】
012 広域連合送付収納情報作成 ⇔ 5.3.20.広域連合送付収納情報作成　
013 広域連合送付収納対象者確認 ⇔ 4.2.4.広域連合送付収納対象者確認

広域連合送付

収納情報作成

収納情報

広域連合送付

後期高齢支援
システム

後期高齢支援システム対象外（広域標準システム対象）

収納情報

収納情報

送付

F

012

広域連合送付

収納対象者確認

013

区分 後期高齢者医療 大分類 小分類5.滞納管理 5.3.滞納処分

後期高齢支援
システム
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